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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（抄）
（昭和二十五年法律第百二十三号）

（精神障害者社会適応訓練事業）

第五十条 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社
会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応
訓練事業（通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者
を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者
に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために
必要な訓練を行う事業をいう。）を行うことができる。

（国の補助）

第五十一条 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、
都道府県が行う精神障害者社会適応訓練事業に要する費用の
一部を補助することができる。
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これまでの議論の整理と今後の検討の方向性（論点整理）から

（生活支援等障害福祉サービス等の充実について）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律において規定さ
れている社会適応訓練事業の位置付けについて、これまで果た
してきた役割を十分に踏まえつつ、検討すべきではないか。
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概 要

精神障害者を一定期間事業所に通わせ、集中力、対人能力、仕事に対する持久力、環境適応能力等の涵
養を図るための社会適応訓練を行い再発防止と社会的自立を促進し、もって精神障害者の社会復帰を図る
ことを目的として、受託した事業者に対し、協力奨励金を支給するものである。

事業の沿革

対 象 者 都道府県知事

申 請

通 知

申 請

事業概念図

通 知

協力事業者

リハビリテーション
（原則６ヶ月、３年を限度として更新可）

委託契約
協力奨励金

昭和57年度 通院患者リハビリテーション事業として創設
平成 7年度 精神障害者社会適応訓練事業として精神保健福祉法に法定化
平成15年度 一般財源化

実施主体

都道府県・指定都市

精神障害者社会適応訓練事業の概要等



4

精神障害者社会適応訓練事業の実施について
（昭和五十七年四月十六日 衛発第三六○号 厚生省公衆衛生局長通知）

社会適応訓練事業実施要綱（抄）

２ 定義
（１） 協力事業所

「協力事業所」は、精神障害者に対する理解が深く、精神障害者に仕事の場を提供し、社会適応訓練を行うことを通じて、
その社会的自立を促進することに熱意を有する事業所であって、都道府県知事又は指定都市市長（以下「知事等」とい
う。）が適当と認めたものをいう。

（２） 対象者
「対象者」は、明らかに回復途上にあり、社会的規範を受けいれられる状態にあるが、作業遂行の機能が不十分である

か、恒常的に維持されない通院中の精神障害者（知的障害者を除く。）であって知事等が、本事業の効果が期待されると
認めた者をいう。

７ 委託の手続等
（１） 協力事業所に対する委託

知事等は、対象者についてその能力等を勘案し、社会適応訓練事業運営協議会の意見を聞いたうえで適切な協力事業
所を選定し、対象者の同意を得たうえで、協力事業所との間で委託契約を結ぶものとする。

（２） 期間の決定
委託期間は、原則として六か月とし、三年を限度として更新することができる。
ただし、対象者の症状等により本事業の継続が不能又は不要になったときは委託契約を解除するものとし、合わせてそ

の結果を社会適応訓練事業運営協議会に報告するとともに、必要に応じその意見を聞くものとする。
（３） 協力事業所と対象者の相互理解

委託に際して知事等は、対象者の特性、事業の内容等を協力事業所に十分説明し、また、対象者及びその保護者につ
いても必要な注意を与え、協力事業所及び対象者が相互に理解を深めるよう努める。

（４） 登録簿の記載等
知事等が委託契約を結んだときは、必要事項を協力事業所登録簿及び対象者登録簿に記載するとともに当該協力事業

所及び対象者を管轄するそれぞれの保健所長にその旨を通知する。

８ 訓練期間中の指導等
知事等は、訓練期間中においても常に対象者の現況を把握するため、主治医の意見を聞き保護者等との連携を密にしながら

担当職員を協力事業所に訪問させ必要な連絡指導を行う。
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精神障害者社会適応訓練事業の実施状況
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６１５，４５９６５４，７１９７８０，０４５全国予算総額

平成19年度平成18年度平成17年度

① 事業の予算額（実績）

【全国予算総額】 【１自治体あたり平均予算額】

９，７６９１０，７３３１２，７８８平均予算額

平成19年度平成18年度平成17年度

億円 百万円

注） 平成１７、１８年度は、６１自治体で実施、平成１９年度は６３自治体で実施している。

出典：精神・障害保健課調べ

（単位：千円） （単位：千円）

（Ｎ＝６１） （Ｎ＝６１） （Ｎ＝６３）
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精神障害者社会適応訓練事業の実施状況
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６，８６５６，７５４６，８７３登録事業所数

平成19年度平成18年度平成17年度

② 協力事業所数

【登録事業所数】 【利用事業所数】

１，３９２１，５４３１，６７１利用事業所数

平成19年度平成18年度平成17年度

か所 か所

注１） 登録事業所は、各年度末現在の数である。
注２） 利用事業所とは、登録事業所のうち利用のあった事業所の数である。

出典：精神・障害保健課調べ

（単位：か所） （単位：か所）



7

精神障害者社会適応訓練事業の実施状況
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③ 利用者数

【利用者総数】 【新規利用者数】

１，０４７１，１８４１，３５６新規利用者数

平成19年度平成18年度平成17年度

人 人

注１） 利用者総数とは、各年度中における利用者の数である。
注２） 新規利用者数とは、各年度中において新規で利用を開始した者の数である。

出典：精神・障害保健課調べ

（単位：人） （単位：人）
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精神障害者社会適応訓練事業の実施状況
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１，１４４１，２７３１，３４６利用終了者数
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④ 利用終了者数

【利用終了者数】 【訓練期間満了者数】

７４３８４０８３４訓練期間満了者数

平成19年度平成18年度平成17年度

人 人

注） 利用終了者数とは、各年度中において、訓練期間満了、訓練期間中を問わず、利用を終えた者の数である。

出典：精神・障害保健課調べ

（単位：人） （単位：人）
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精神障害者社会適応訓練事業の実施状況

１５５人 （ ２０．９％）１９７人 （ ２３．５％）１８６人 （ ２２．３％）うち、その他・不明

４７人 （ ６．３％）６８人 （ ８．１％）５４人 （ ６．５％）うち、施設等に入所した者

２４４人 （ ３２．８％）２６１人 （ ３１．１％）２４７人 （ ２９．６％）うち、在宅者（就職につながらなかった者）

１８人 （ ２．４％）２８人 （ ３．３％）２６人 （ ３．１％）うち、医療機関等に入院した者

２７９人 （ ３７．６％）２８６人 （ ３４．０％）３２１人 （ ３８．５％）うち、就職した者

７４３人 （１００．０％）８４０人 （１００．０％）８３４人 （１００．０％）訓練期間満了者数

平成19年度平成18年度平成17年度

⑤ 訓練期間満了者の動向

平成17年度
834人

平成18年度
840人

平成19年度
743人

就 職
321人

（38.5%）

在 宅
247人

（29.6%）

その他・不明
186人

（22.3%）

入 所
54人

（6.5%）

就 職
286人

（34.0%）

在 宅
261人

（31.1%）

その他・不明
197人

（23.5%）

入 所
68人

（8.1%）

就 職
279人

（37.6%）

在 宅
244人

（32.8%）

その他・不明
155人

（20.9%）

入 所
47人

（6.3%）

入 院
18人

（2.4%）
入 院
28人

（3.3%）

入 院
26人

（3.1%）

出典：精神・障害保健課調べ



10

都道府県・政令指定都市へのアンケート調査

１．調査方法

２．調査項目

○平成２０年９月に、都道府県・政令指定都市精神保健福祉主管課を対象に、精神
障害者社会適応訓練事業（以下「社適事業」という。）に関するアンケートを実施

○有効回答数 １００％ （６４／６４自治体）

①社適事業を活用する理由

②社適事業を活用することによる効果

③平成２１年度以降の実施予定

④平成２０年度に実施していない（または、平成２１年度以降に実施する予定はない）
理由

⑤社適事業に関する意見・要望
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アンケート調査結果

①社適事業を活用する理由

○平成２０年度において社適事業を実施している自治体（Ｎ＝６３）のみ回答
○選択肢より回答（複数回答可）

１１．１％

３４．９％

２８．６％

２８．６％

７６．２％

５５．６％

選 択 率

４８自治体（２）障害特性に応じて、短時間や少人数での訓練を行うことが
可能であり、就労系の障害福祉サービスや精神障害者雇用施
策と比べて柔軟に活用できる。

１８自治体（４）利用を希望する者が住む地域で、他の就労系の障害福祉
サービスや精神障害者雇用施策が十分に実施されていない。

７自治体（６）その他

１８自治体（３）協力事業所に関する設置や運営基準がないことから、資源
の開拓が容易であり、事業を活用しやすい。

２２自治体（５）協力事業所は過去からの活動実績があることから、安心し
て委託することができる。

３５自治体（１）就労に向けた訓練と自立した生活のための訓練の両方を行
うことができ、利用者のニーズに応えやすい。

選 択 数選 択 肢
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アンケート調査結果

②社適事業を活用することによる効果

○平成２０年度において社適事業を実施している自治体（Ｎ＝６３）のみ回答
○自由記載

○ 実際の職場という環境で訓練を受けることにより、訓練期間満了後に委託先の事業所等への
就職に結びつくケースが多数ある。（※約４割が就職している。 ９頁「訓練期間満了者の動向」参
照）

○ 比較的時間をかけた訓練となるため、無理をせず徐々に訓練内容や時間数を増やし、一般
就労を目指すことができる。

○ リハビリ的側面のある制度と事業者に理解されているため、利用者は過度に期待されず安心
して利用できる。

○ 施設の環境に馴染めない等の理由により、就労系の障害福祉サービスを利用することが困
難な者に対する支援方策の一つとして効果をあげている。

○利用者の声に、「理解ある職場でうれしい」、「生活のリズムが整った」、「自信が持てるように
なった」等の意見があり、社適事業により自信を付けて、仕事に就きたいと希望を持っている利用
者は多い。

などの効果があるとの意見が多数を占めた。
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アンケート調査結果

③平成２１年度以降の実施予定

○平成２０年度において社適事業を実施している自治体（Ｎ＝６３）のみ回答

○選択肢より回答

※ 平成２１年度は引き続き実施する予定でいるが、平成２２年度に廃止を予定している自治体が１自治体あり。

－％

１２．７％

８７．３％

選 択 率

８自治体（２）現時点ではなんとも言えない。

０自治体（３）実施する予定はない。

５５自治体（１）引き続き、実施する予定でいる。

選 択 数選 択 肢

④平成２０年度に実施していない（または、平成２１年度以降に実施する予定はない）理由

○平成２０年度において社適事業を実施していない自治体（Ｎ＝１）のみ回答

○選択肢より回答（複数回答可）

－％

１００．０％

－％

－％

１００．０％

選 択 率

０自治体（５）その他

１自治体（４）他の制度（ステップアップ雇用奨励金、就労移行支援事
業など）があるため

０自治体（２）協力事業所がないため

０自治体（３）利用を希望する者がいないため

１自治体（１）財政的に困難なため

選 択 数選 択 肢
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アンケート調査結果

⑤社適事業に関する意見・要望

○自由記載

○ 他の就労系の障害福祉サービスや精神障害者雇用施策との「明確な位置づけ」について整
理していただきたい。（１５自治体）

○ 国の財政措置を講じていただきたい。（１１自治体）

○ 社適事業をより充実した事業とするために、事業所と利用者の間に、ジョブコーチ等の支援す
る人材が必要（４自治体）

○ 障害者自立支援法における障害福祉サービスや地域生活支援事業に位置づけていただきた
い。（３自治体）

○ 他の制度と重複する部分もあり、将来的には事業を廃止する予定でいる。（３自治体）

○ 特に、意見・要望はなし（１８自治体）

などの意見・要望があった。
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現状及び課題と検討の方向

現状及び課題

検討の方向

○平成１５年度の一般財源化を契機に、社適事業の実施規模は縮小傾向にある。

○一方、６３自治体のうち、約９割が平成２１年度以降についても、引き続き、実施する予定である
ことから社適事業が今後も必要とされていることが明らかになった。

○就労系の障害福祉サービスや精神障害者雇用施策（以下「他の制度」という。）と比べて、他の制
度では対応困難な利用者のニーズに応じるなど柔軟に活用できることが、都道府県等が社適事業
を活用する最大の理由であった。

○平成１９年度の社適事業の利用者は約２，７００人、このうち訓練期間満了者７４３人の約４割で
ある２７９人が就職に結びついており、一定の効果があることが明らかになった。

○都道府県等からは、財政面に関する意見のほか、他の制度との関係が不明確であることからそ
の整理を求める意見があった。

社適事業については、一般就労に向けた支援として一定の効果があり、都道府県等においても
事業を継続する意向が強いことから、今後とも、精神障害者の特性に応じたきめ細かな支援が実
施されるよう、障害者施策全体の中でその位置づけを明確にし、都道府県等への支援を図るべき
ではないか。
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就労継続支援就労移行支援

Ｂ型Ａ型

２０名以上１０名以上１０名以上特になし利用定員（最低人員）

（人員基準）

職業指導員及び
生活支援員

１０：１以上

（設備基準）

訓練・作業室、相
談室、洗面所・便所、
多目的その他運営
に必要な設備

（人員基準）

職業指導員及び
生活支援員

１０：１以上

（設備基準）

訓練・作業室、相
談室、洗面所・便所、
多目的その他運営
に必要な設備

（人員基準）

職業指導員及び
生活支援員

６：１以上

就労支援員

１５：１以上

（設備基準）

訓練・作業室、相
談室、洗面所・便所、
多目的その他運営
に必要な設備

特になし人員基準・設備基準

通常の事業者に雇
用されることが困難
であり、雇用契約に
基づく就労が困難で
ある者

通常の事業者に雇
用されることが困難
であり、雇用契約に
基づく就労が可能で
ある者

就労を希望する６
５歳未満の障害で、
通常の事業者に雇
用されることが可能
と見込まれる者

通常の事業者に
雇用されることが
困難な精神障害
者

対象者（利用者像）

障害者自立支援法における就労支援事業精神障害者社会
適応訓練事業

精神障害者社会適応訓練事業と就労支援事業の比較

（参考１）
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精神障害者社会適応訓練事業の実施状況
（都道府県別）

平成19年度

（参考２）
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５，９４３

２，２４４

６９４

４，７６４

３，２８０

１５，７３７

８，１４４

１２，４７９

２０，１７０

１，８０２

４６０

３，２３２

１２，９３５

１，７４２

８９０

７，３３０

予算額

３，７５９

３４，８０９

５，８３０

７，０９４

４，９８８

９，５９４

１２，５２４

３，２５３

２４，１１４

３，１７０

４，４８９

３，５６０

４，６６０

１６，８７７

８，８８８

８，６０２

予算額

９，６３３

５，４７８

１０，９５８

６７４

２４，４７８

１０，７３６

１１，９５５

４，０２２

１０，６４６

１４，６６５

１９，５８６

５，７９４

２，６３５

２０，０９１

４，９６８

１２，５４３

予算額

１４，２１７

１，９２１

１，２１１

４０，５８２

３，１１３

２２，３６１

７，２１４

１１，８６４

１０，６４９

９，５２１

－

１０，４０９

１７，７５５

１９，２２９

１１，２７０

７，２２４

予算額

福岡市札幌市島根県富山県

北九州市沖縄県鳥取県新潟県

神戸市宮崎県奈良県東京都

大阪市熊本県大阪府埼玉県

広島市鹿児島県和歌山県神奈川県

堺市大分県兵庫県千葉県

京都市長崎県京都府群馬県

静岡市高知県愛知県福島県

川崎市香川県岐阜県秋田県

千葉市山口県山梨県岩手県

名古屋市佐賀県滋賀県栃木県

新潟市愛媛県静岡県山形県

さいたま市広島県福井県青森県

浜松市福岡県三重県茨城県

横浜市徳島県長野県宮城県

仙台市岡山県石川県北海道

（単位：千円）

精神障害者社会適応訓練事業の実施状況（都道府県別）

平成１９年度事業の予算額（実績）
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２２

２０

５３

４９

２８

９９

１２０

２５９

４９

１２

２

２８

５３

２１

９８

４３

事業所数

４３

２８５

１９４

７３

１４０

２４９

２８５

１０１

１６０

１２８

５５

５４

１２５

７０

１２２

１５４

事業所数

２６７

１０５

３６

１３

２６８

７８

８４

６８

１２３

２２３

１６４

８６

３２

１３１

２５

８４

事業所数

３２

１４４

４

１４８

８３

１８５

１９４

１３２

１６６

１０１

－

６２

１９１

１５８

１４８

１３６

事業所数

福岡市札幌市島根県富山県

北九州市沖縄県鳥取県新潟県

神戸市宮崎県奈良県東京都

大阪市熊本県大阪府埼玉県

広島市鹿児島県和歌山県神奈川県

堺市大分県兵庫県千葉県

京都市長崎県京都府群馬県

静岡市高知県愛知県福島県

川崎市香川県岐阜県秋田県

千葉市山口県山梨県岩手県

名古屋市佐賀県滋賀県栃木県

新潟市愛媛県静岡県山形県

さいたま市広島県福井県青森県

浜松市福岡県三重県茨城県

横浜市徳島県長野県宮城県

仙台市岡山県石川県北海道

（単位：か所）

精神障害者社会適応訓練事業の実施状況（都道府県別）

平成１９年度登録事業所数
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１０

６

５

１８

９

４２

３７

１４

２０

５

２

１３

２２

１

７

１８

事業所数

７

６６

１８

１３

１４

３５

５０

２２

５０

１３

１７

８

１０

２４

２

２７

事業所数

４３

７

２３

３

５５

４２

１９

１８

３１

２６

２８

１３

１１

１７

１０

３５

事業所数

１２

１０

４

４９

１５

４９

１８

２５

３３

１７

－

２８

４０

４６

３１

２９

事業所数

福岡市札幌市島根県富山県

北九州市沖縄県鳥取県新潟県

神戸市宮崎県奈良県東京都

大阪市熊本県大阪府埼玉県

広島市鹿児島県和歌山県神奈川県

堺市大分県兵庫県千葉県

京都市長崎県京都府群馬県

静岡市高知県愛知県福島県

川崎市香川県岐阜県秋田県

千葉市山口県山梨県岩手県

名古屋市佐賀県滋賀県栃木県

新潟市愛媛県静岡県山形県

さいたま市広島県福井県青森県

浜松市福岡県三重県茨城県

横浜市徳島県長野県宮城県

仙台市岡山県石川県北海道

（単位：か所）

精神障害者社会適応訓練事業の実施状況（都道府県別）

平成１９年度利用事業所数
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２１

７

６

３２

１０

７６

５２

４６

５０

６

２

２３

９２

１

７

５６

利用者数

９

１７０

２６

３０

１９

６１

６７

２９

１１７

１６

２８

１１

１０

５５

２

６０

利用者数

４５

２２

５９

３

１２１

７５

４２

３１

５７

４２

６２

３５

１７

３９

４７

９０

利用者数

２７

１４

８

９０

２９

７４

２９

６５

４４

２６

－

４２

７２

８６

５９

４６

利用者数

福岡市札幌市島根県富山県

北九州市沖縄県鳥取県新潟県

神戸市宮崎県奈良県東京都

大阪市熊本県大阪府埼玉県

広島市鹿児島県和歌山県神奈川県

堺市大分県兵庫県千葉県

京都市長崎県京都府群馬県

静岡市高知県愛知県福島県

川崎市香川県岐阜県秋田県

千葉市山口県山梨県岩手県

名古屋市佐賀県滋賀県栃木県

新潟市愛媛県静岡県山形県

さいたま市広島県福井県青森県

浜松市福岡県三重県茨城県

横浜市徳島県長野県宮城県

仙台市岡山県石川県北海道

（単位：人）

精神障害者社会適応訓練事業の実施状況（都道府県別）

平成１９年度利用者総数
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１１

２

２

１３

５

２８

２１

１６

１８

２

２

１１

３１

０

１

２６

利用者数

３

５７

３

１６

５

２３

１７

８

４８

２

１３

２

３

１８

１

４２

利用者数

２０

６

３９

０

４６

５１

１８

１２

２５

１２

１２

１７

１３

１７

１１

２２

利用者数

９

９

３

２７

１９

３２

１４

１９

１４

６

－

１１

２０

４０

２０

３３

利用者数

福岡市札幌市島根県富山県

北九州市沖縄県鳥取県新潟県

神戸市宮崎県奈良県東京都

大阪市熊本県大阪府埼玉県

広島市鹿児島県和歌山県神奈川県

堺市大分県兵庫県千葉県

京都市長崎県京都府群馬県

静岡市高知県愛知県福島県

川崎市香川県岐阜県秋田県

千葉市山口県山梨県岩手県

名古屋市佐賀県滋賀県栃木県

新潟市愛媛県静岡県山形県

さいたま市広島県福井県青森県

浜松市福岡県三重県茨城県

横浜市徳島県長野県宮城県

仙台市岡山県石川県北海道

（単位：人）

精神障害者社会適応訓練事業の実施状況（都道府県別）

平成１９年度新規利用者数
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１２

２

５

１３

９

３３

１９

２２

１２

３

２

１６

２２

０

５

３１

終了者数

４

６６

３

１３

５

３６

４０

２１

２３

１１

１９

１１

５

１１

１

２７

終了者数

２０

１３

３８

３

４５

３９

１４

１３

２２

１７

９

１４

１７

９

１５

４０

終了者数

１４

５

４

４９

８

４１

１５

２１

２１

１５

－

１６

３３

３５

２３

１４

終了者数

福岡市札幌市島根県富山県

北九州市沖縄県鳥取県新潟県

神戸市宮崎県奈良県東京都

大阪市熊本県大阪府埼玉県

広島市鹿児島県和歌山県神奈川県

堺市大分県兵庫県千葉県

京都市長崎県京都府群馬県

静岡市高知県愛知県福島県

川崎市香川県岐阜県秋田県

千葉市山口県山梨県岩手県

名古屋市佐賀県滋賀県栃木県

新潟市愛媛県静岡県山形県

さいたま市広島県福井県青森県

浜松市福岡県三重県茨城県

横浜市徳島県長野県宮城県

仙台市岡山県石川県北海道

（単位：人）

精神障害者社会適応訓練事業の実施状況（都道府県別）

平成１９年度利用終了者数
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３

１

５

３

０

３３

１９

１９

３

３

１

１１

１０

０

１

５

満了者数

３

１４

１

２

１

３６

４０

２１

２３

１１

１９

７

１

１１

１

１５

満了者数

２０

４

３８

１

２７

１９

４

１２

４

８

９

６

１２

９

９

２１

満了者数

１４

４

４

４９

４

２８

５

２

５

１４

－

７

２３

３５

１４

９

満了者数

福岡市札幌市島根県富山県

北九州市沖縄県鳥取県新潟県

神戸市宮崎県奈良県東京都

大阪市熊本県大阪府埼玉県

広島市鹿児島県和歌山県神奈川県

堺市大分県兵庫県千葉県

京都市長崎県京都府群馬県

静岡市高知県愛知県福島県

川崎市香川県岐阜県秋田県

千葉市山口県山梨県岩手県

名古屋市佐賀県滋賀県栃木県

新潟市愛媛県静岡県山形県

さいたま市広島県福井県青森県

浜松市福岡県三重県茨城県

横浜市徳島県長野県宮城県

仙台市岡山県石川県北海道

（単位：人）

精神障害者社会適応訓練事業の実施状況（都道府県別）

平成１９年度訓練期間満了者数
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０

０

０

１

０

０

４

１９

０

０

０

０

０

０

０

４

０

１４

０

１

ほか

０

０

０

１

０

０

４

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

入所

０

０

０

０

０

２

０

０

０

１

０

０

０

０

０

０

１

０

０

０

入院

３

０

５

０

０

２３

７

０

０

１

０

０

９

０

０

０

１

０

１

０

在宅

０

５

１３

１

０

８

５

３

１

１

０

０

０

０

１７

０

８

３

０

９

０

３

ほか

０

２

１

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

０

１

入院

０

２０

３

１５

１６

０

２

１

０

６

０

１２

１４

４

０

０

０

８

０

０

０

１

在宅

１

３

１

９

０

１

１

１

１

７

０

０

０

０

１

２

－

０

０

２

０

５

ほか

０

０

０

０

０

１

０

０

２

１５

０

０

０

０

１

０

－

０

０

０

０

０

入所

０

０

０

０

０

０

０

０

０

４

０

０

０

０

０

１

－

０

２

２

０

０

入院

０１大分県０８静岡県

０９熊本県２１岐阜県

０福岡市９１４長崎県０１１長野県

１北九州市０５佐賀県００山梨県

０広島市０７福岡県０９福井県

１神戸市０３高知県１３６石川県

０

８

４

０

３

１

１

１１

１

０

１

１

１

０

０

１

就職

０

０

０

０

０

０

０

０

１２

０

０

０

１

０

０

１

入所

愛媛県

香川県

徳島県

山口県

広島県

岡山県

島根県

鳥取県

和歌山県

奈良県

兵庫県

大阪府

京都府

滋賀県

三重県

愛知県

７

１

１

１９

４

１３

３

２

３

５

－

４

８

１３

７

３

就職

堺市１２６富山県

大阪市３２新潟県

名古屋市４４東京都

静岡市３１５埼玉県

京都市００神奈川県

浜松市１０千葉県

新潟市６２群馬県

千葉市１６福島県

仙台市８３秋田県

沖縄県２１８岩手県

川崎市００栃木県

さいたま市１９－山形県

鹿児島県４７青森県

横浜市９０茨城県

札幌市３１３宮城県

宮崎県２１北海道

就職在宅

（単位：人）

精神障害者社会適応訓練事業の実施状況（都道府県別）

平成１９年度訓練期間満了者の動向


